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は
じ
め
に

　
２
０
１
７
年
の
民
法（
債
権
関
係
）

改
正（
２
０
２
０
年
４
月
１
日
施
行
）

に
よ
り
、債
権
は
譲
渡
制
限
（
禁
止
）

特
約
付
き
で
あ
っ
て
も
譲
渡
自
体
は

有
効
に
で
き
る
こ
と
に
な
っ
た
が

（
民
法
４
６
６
条
２
項
）、
一
方
で
、

制
限
特
約
に
つ
い
て
悪
意
ま
た
は
重

過
失
の
あ
る
譲
受
人
に
対
し
て
は
債

務
者
が
履
行
を
拒
み
譲
渡
人
（
元
の

債
権
者
）に
弁
済
が
で
き
る
と
い
う
、

一
定
範
囲
で
譲
渡
制
限
特
約
も
有
効

と
す
る
規
定
も
置
か
れ
た
（
同
条
３

項
）。
債
権
譲
渡
に
よ
る
資
金
調
達

取
引
を
推
進
す
べ
き
と
し
て
い
た
筆

者
ら
は
、
そ
の
折
衷
的
な
改
正
の
結

果
、
改
正
後
も
債
権
譲
渡
に
よ
る
資

金
調
達
は
あ
ま
り
増
加
し
得
な
い
の

で
は
な
い
か
と
予
測
し
て
い
た
の
で

あ
る
が
（
注
１
）、
実
際
、
施
行
後

５
年
を
経
過
し
た
段
階
で
、
大
企
業

の
債
権
流
動
化
に
お
い
て
も
、
中
小

企
業
の
債
権
譲
渡
担
保
に
お
い
て

も
、
予
測
が
当
た
っ
た
形
に
な
っ
て

い
る
よ
う
で
あ
る
（
注
２
）。

　
実
務
界
で
は
、
そ
れ
で
も
な
お
現

状
の
譲
渡
制
限
特
約
肯
定
の
規
定
の

も
と
で
何
と
か
債
権
譲
渡
に
よ
る
資

金
調
達
を
進
展
さ
せ
よ
う
と
す
る
方

向
性
が
模
索
さ
れ
て
い
る
の
だ
が

（
注
３
）、
実
は
世
界
的
に
み
る
と
、

そ
も
そ
も
商
取
引
の
債
権
一
般
に
つ

い
て
は
、
債
権
譲
渡
制
限
特
約
を
、

現
時
点
で
は
例
え
ば
米
・
独
・
仏
と

も
揃
っ
て
商
法
典
で
排
除
し
て
い
る

と
い
う
事
実
が
あ
る
（
こ
の
点
が
こ

れ
ま
で
十
分
に
知
ら
れ
て
い
な
か
っ

た
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
本
稿
で
概
要

を
紹
介
し
、
別
稿
で
詳
論
す
る
）。

し
か
も
そ
の
排
除
の
理
由
は
、
売
掛

債
権
等
の
適
切
な
活
用
と
い
う
だ
け

で
な
く
、
よ
う
や
く
わ
が
国
で
も
議

論
に
な
り
法
改
正
に
至
っ
た
、
下
請

法
（
取
適
法
）
的
な
発
想
で
、
適
正

な
競
争
の
阻
害
の
禁
止
な
ど
の
理
由

で
排
斥
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
な
が
ら
、周
知
の
よ
う
に
、

日
本
で
は
商
事
関
係
の
法
律
に
は
債

権
譲
渡
の
規
定
が
全
く
置
か
れ
て
お

ら
ず
、
も
っ
ぱ
ら
民
法
典
の
み
が
債

権
譲
渡
の
規
律
を
引
き
受
け
て
い
る

状
態
で
あ
る
（
私
見
は
そ
れ
を
民
法

の
取
引
法
化
・
金
融
法
化
と
表
現
し

て
き
た
）（
注
４
）。

　
加
え
て
、
わ
が
国
の
債
権
関
係
の

民
法
改
正
作
業
で
は
、
こ
と
に
売
掛

債
権
等
の
譲
渡
担
保
に
よ
る
資
金
調

達
の
ケ
ー
ス
で
は
、
発
注
企
業
（
支

払
債
務
者
）
が
大
企
業
で
、
納
入
企

業
（
売
掛
債
権
等
の
債
権
者
）
が
中

小
企
業
と
い
う
パ
タ
ー
ン
が
大
多
数

と
い
う
状
況
が
顕
著
で
あ
る
に
も
か

か
わ
ら
ず
、
そ
の
当
事
者
の
「
力
関

係
」
の
検
討
が
、
ほ
と
ん
ど
み
ら
れ

な
か
っ
た
。
い
う
ま
で
も
な
く
、
債

権
譲
渡
制
限
特
約
は
、
も
っ
ぱ
ら
債

務
者
の
ほ
う
が
強
い
場
合
に
付
さ
れ

る
の
で
あ
る
。

　
そ
れ
な
の
に
、
２
０
１
７
年
民
法

（
債
権
関
係
）
改
正
は
、
譲
渡
制
限

特
約
を
（
そ
の
効
力
を
弱
め
た
と
は

い
え
）、
債
務
者
（
多
く
は
力
関
係

の
強
い
大
企
業
等
）
の
取
引
先
固
定

の
利
益
の
保
護
な
ど
と
い
う
理
由
を

挙
げ
て
温
存
し
た
。
つ
ま
り
、
こ
と

慶
應
義
塾
大
学

慶
應
義
塾
大
学  

名
誉
教
授
・
武
蔵
野
大
学

名
誉
教
授
・
武
蔵
野
大
学  

名
誉
教
授　

名
誉
教
授　

池
田
池
田  

眞
朗
眞
朗

適
正
な
競
争
の
観
点
か
ら
再
考
す
る
債
権
譲
渡
制
限
特
約

― 

中
小
企
業
金
融
の
た
め
の
新
し
い
民
事
法
学
の
端
緒
と
し
て
―

特

別

論

考
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一   
開
会
挨
拶

小
野（
浩
）　
簡
単
に
こ
の
セ
ッ
シ
ョ

ン
の
趣
旨
に
つ
い
て
説
明
し
ま
す
。

　
金
融
部
会
で
今
注
目
し
て
い
る
の

は
、
事
業
性
融
資
推
進
法
が
２
０
２

６
年
度
に
施
行
さ
れ
る
こ
と
に
伴
う

地
域
金
融
の
変
化
で
す
。
事
業
性
融

資
は
、
経
営
者
保
証
な
ど
の
人
的
担

保
や
不
動
産
な
ど
の
物
的
担
保
に
と

ら
わ
れ
な
い
融
資
手
法
で
、
事
業
承

継
し
よ
う
と
す
る
事
業
者
や
大
き
く

事
業
を
成
長
さ
せ
た
い
事
業
者
に

と
っ
て
の
福
音
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
と
こ
ろ
で
、
緊
急
コ
ロ
ナ
融
資
の

償
還
が
始
ま
り
、
懸
念
し
て
い
た
倒

産
件
数
が
足
元
で
増
え
て
き
て
い
る

状
況
で
す
。
そ
の
た
め
、
金
融
機
関

に
対
す
る
倒
産
等
の
予
兆
管
理
を
可

能
と
す
る
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
機
能
の
さ

ら
な
る
高
度
化
が
政
府
か
ら
求
め
ら

れ
て
い
ま
す
。
そ
の
な
か
で
、
単
に

債
務
を
代
位
弁
済
す
る
こ
と
を
超
え

て
信
用
保
証
協
会
の
果
た
す
べ
き
機

能
が
期
待
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
こ
の
２
つ
の
状
況
は
、
地
域
金
融

機
関
が
地
域
企
業
の
経
営
内
容
を

し
っ
か
り
把
握
し
融
資
等
に
反
映
で

き
る
仕
組
み
が
で
き
る
か
ど
う
か
に

依
存
す
る
と
い
う
点
で
共
通
し
て
い

ま
す
。
我
々
は
、
こ
の
よ
う
な
「
地

域
企
業

－

地
域
金
融
機
関

－

信
用
保

証
協
会
」
の
三
者
に
よ
る
仕
組
み
を

地
域
経
済
エ
コ
シ
ス
テ
ム
の
一
部
と

考
え
ま
す
。
地
域
活
性
学
会
で
は
、

地
域
の
中
に
あ
る
地
域
経
済
エ
コ
シ

ス
テ
ム
で
果
た
す
信
用
保
証
協
会
の

あ
り
方
を
本
日
の
テ
ー
マ
に
し
た
い

と
思
っ
て
い
ま
す
。

　
開
催
地
で
あ
る
島
根
県
は
、
過
疎

化
の
面
で
の
全
国
の
注
目
す
べ
き
課

日
時
：
２
０
２
５
年
９
月
７
日

場
所
：
島
根
県
立
大
学

テ
ー
マ
／
登
壇
者
：

「 

第
１
部　
島
根
県
信
用
保
証
協
会
の

取
組
み
」

小
野 

拳
（ 

島
根
県
信
用
保
証
協
会
経

営
支
援
統
括
役
）

「 

第
２
部　
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
機
能
高
度

化
と
信
用
保
証
協
会
」

小
野 

浩
幸
（ 

山
形
大
学
大
学
院
教
授
・

金
融
部
会
部
会
長
）

「 

第
３
部　
事
業
性
融
資
と
地
域
活
性

の
今
後
」

日
下 

智
晴
（ 

日
下
企
業
経
営
相
談
所

代
表
・
金
融
部
会
副
部

会
長
）

コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
：

山
口 

省
藏
（ 

金
融
経
営
研
究
所
所
長 

・
金
融
部
会
副
部
会
長
）

文
責
：
藤
木 

秀
明
（
日
本
大
学
）

小野 浩幸 氏

小
野
小
野  　
拳
、
小
野

　
拳
、
小
野  

浩
幸
、
日
下

浩
幸
、
日
下  

智
晴
、
山
口

智
晴
、
山
口  

省
藏
省
藏

地
域
活
性
学
会
島
根
県
浜
田
市
研
究
大
会

地
域
活
性
学
会
島
根
県
浜
田
市
研
究
大
会

金
融
部
会
セ
ッ
シ
ョ
ン
（
第

金
融
部
会
セ
ッ
シ
ョ
ン
（
第
1717
回
研
究
会
）

回
研
究
会
）

「
地
域
経
済
エ
コ
シ
ス
テ
ム
に
お
け
る
信
用
保
証
協
会
の
役
割
と
は
」

「
地
域
経
済
エ
コ
シ
ス
テ
ム
に
お
け
る
信
用
保
証
協
会
の
役
割
と
は
」

　
―
事
業
性
融
資
の
本
格
実
施
で
求
め
ら
れ
る

　
―
事
業
性
融
資
の
本
格
実
施
で
求
め
ら
れ
る

信
用
保
証
協
会
と
地
域
金
融
機
関
の
連
携
強
化
―

信
用
保
証
協
会
と
地
域
金
融
機
関
の
連
携
強
化
―

レポート
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は
じ
め
に

　
超
高
齢
社
会
で
あ
る
日
本
で
は
、

相
続
発
生
時
に
お
け
る
円
滑
な
遺
産

承
継
の
実
現
が
課
題
と
な
っ
て
い

る
。
円
滑
な
遺
産
承
継
の
実
現
の
た

め
に
有
効
な
制
度
と
し
て
、
遺
言
制

度
が
あ
り
注
目
が
集
ま
っ
て
い
る
。

　
わ
が
国
の
遺
言
制
度
は
自
書
に
よ

る
も
の
や
公
正
証
書
に
よ
る
も
の

等
、
い
く
つ
か
の
方
式
が
存
在
す
る

も
の
の
す
べ
て
書
面
に
よ
っ
て
作
成

さ
れ
る
こ
と
が
前
提
と
な
っ
て
い

る
。
一
方
、
我
々
を
取
り
巻
く
社
会

情
勢
で
は
デ
ジ
タ
ル
フ
ァ
ー
ス
ト
の

考
え
方
の
も
と
、
行
政
手
続
を
含
む

あ
ら
ゆ
る
も
の
が
デ
ジ
タ
ル
化
さ
れ

る
傾
向
に
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
背
景
の
な
か
、
２
０

２
４
年
２
月
、
法
務
大
臣
か
ら
法
制

審
議
会
へ
「
情
報
通
信
技
術
の
進
展

及
び
普
及
等
の
社
会
情
勢
に
鑑
み
、

遺
言
制
度
を
国
民
に
と
っ
て
よ
り
一

層
利
用
し
や
す
い
も
の
と
す
る
観
点

か
ら
、
遺
言
者
が
電
子
的
な
手
段
を

用
い
て
作
成
す
る
こ
と
の
で
き
る
新

た
な
遺
言
の
方
式
に
関
す
る
規
律
を

整
備
す
る
こ
と
を
中
心
と
し
て
、
遺

言
制
度
の
見
直
し
を
行
う
必
要
が
あ

る
と
思
わ
れ
る
の
で
、
そ
の
要
綱
を

示
さ
れ
た
い
」（
諮
問
第
１
２
５
号
）

と
い
う
諮
問
が
な
さ
れ
、「
法
制
審

議
会
民
法（
遺
言
関
係
）部
会
」（
以

下
、「
本
部
会
」
と
い
う
）
に
お
い

て
議
論
が
続
い
て
い
る
。

　
本
部
会
に
お
け
る
議
論
は
現
在

（
２
０
２
５
年
10
月
時
点
）
も
継
続

し
て
お
り
不
確
定
な
要
素
も
多
い

が
、
遺
言
制
度
の
見
直
し
は
銀
行
の

実
務
に
大
き
な
影
響
を
与
え
る
た

め
、
２
０
２
５
年
７
月
15
日
の
本
部

会
第
11
回
会
議
に
お
い
て
取
り
ま
と

め
ら
れ
た
「
民
法
（
遺
言
関
係
）
等

の
改
正
に
関
す
る
中
間
試
案
」（
以

下
、「
中
間
試
案
」
と
い
う
）
の
内

容
を
中
心
に
、
法
制
審
議
会
で
の
議

論
の
内
容
や
予
想
さ
れ
る
銀
行
実
務

に
与
え
る
影
響
に
つ
い
て
解
説
を
行

う
。

一

遺
言
制
度
改
正
の
法
制

審
議
会
に
お
け
る
議
論

の
流
れ

　
法
務
大
臣
か
ら
の
諮
問
を
受
け
２

０
２
４
年
４
月
か
ら
本
部
会
に
お
い

て
主
に
デ
ジ
タ
ル
遺
言
の
制
度
創
設

と
そ
の
他
改
正
事
項
に
つ
い
て
の
調

査
審
議
が
開
始
し
た
。
本
部
会
で
は

遺
言
制
度
の
利
用
状
況
等
の
現
状
調

査
、
デ
ジ
タ
ル
遺
言
に
お
け
る
遺
言

者
の
真
意
確
保
、
偽
造
・
変
造
の
防

止
（
真
意
性
・
真
正
性
の
担
保
）
と

と
も
に
、
い
か
に
熟
慮
を
促
し
て
軽

率
な
判
断
に
よ
る
作
成
を
抑
止
す
る

か
、
ま
た
、
２
０
２
０
年
よ
り
施
行

さ
れ
た
自
筆
証
書
遺
言
書
保
管
制
度

に
な
ら
っ
て
、
デ
ジ
タ
ル
遺
言
の
保

管
制
度
の
要
否
を
い
か
よ
う
に
考
え

る
か
等
が
検
討
さ
れ
た
。
こ
う
し
た

検
討
を
重
ね
る
な
か
で
デ
ジ
タ
ル
遺

言
制
度
の
骨
格
が
形
成
さ
れ
、
２
０

２
５
年
７
月
15
日
の
本
部
会
第
11
回

会
議
に
お
い
て
、
デ
ジ
タ
ル
遺
言
に

つ
い
て
大
き
く
甲
案
・
乙
案
・
丙
案

の
３
案
の
提
案
と
現
行
の
遺
言
方
式

の
見
直
し
を
含
む
中
間
試
案
が
と
り

ま
と
め
ら
れ
た
。
中
間
試
案
は
、
同

司
法
書
士
法
人
Ｆ
＆
Ｐ
ａ
ｒ
ｔ
ｎ
ｅ
ｒ
ｓ

司
法
書
士
法
人
Ｆ
＆
Ｐ
ａ
ｒ
ｔ
ｎ
ｅ
ｒ
ｓ  

司
法
書
士　

司
法
書
士　

北
詰
北
詰  

健
太
郎
・
浅
野

健
太
郎
・
浅
野  

真
弘
真
弘

遺
言
制
度
の
改
正
動
向

―
―
デ
ジ
タ
ル
遺
言
が
解
禁
さ
れ
る
世
界

今月の解説
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２
０
２
６
年
１
月
か
ら
、「
下
請

代
金
支
払
遅
延
等
防
止
法
」（
以
下
、

「
下
請
法
」
と
い
う
）
は
「
製
造
委

託
等
に
係
る
中
小
受
託
事
業
者
に
対

す
る
代
金
の
支
払
の
遅
延
等
の
防
止

に
関
す
る
法
律
」（
以
下
、「
取
適
法
」

と
い
う
）
と
改
称
さ
れ
ま
し
た
。
取

適
法
で
は
、
中
小
企
業
へ
の
業
務
委

託
の
取
引
適
正
化
を
図
る
た
め
、
従

来
の
下
請
法
の
適
用
範
囲
を
拡
大

し
、規
制
内
容
を
強
化
し
て
い
ま
す
。

　
取
適
法
の
遵
守
は
、
製
造
業
、
コ

ン
テ
ン
ツ
産
業
、
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
産

業
、
卸
売
業
、
小
売
業
な
ど
、
様
々

な
業
種
に
お
い
て
求
め
ら
れ
ま
す
。

　
本
連
載
で
は
、
製
品
・
サ
ー
ビ
ス

の
サ
プ
ラ
イ
チ
ェ
ー
ン
の
あ
り
方
と

密
接
に
関
連
す
る
法
律
で
あ
る
取
適

法
に
つ
い
て
、
ビ
ジ
ネ
ス
の
観
点
か

ら
わ
か
り
や
す
く
解
説
し
ま
す
。

　
第
１
回
で
は
、
ま
ず
、
取
適
法
の

目
的
と
、同
法
が
ど
の
よ
う
な
取
引・

行
為
を
規
制
す
る
も
の
な
の
か
と
い

う
概
略
に
つ
い
て
説
明
し
ま
す
。

一
　
取
適
法
の
目
的

　
「
取
適
法
」
の
正
式
名
称
は
前
記

の
と
お
り
で
、「
中
小
受
託
取
引
適

正
化
法
」
と
略
称
さ
れ
、
そ
れ
を
さ

ら
に
縮
め
て
、「
取
適
法
」
と
通
称

さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
こ
で〝
お
や
？
〞

と
気
づ
い
た
読
者
も
い
る
か
も
し
れ

ま
せ
ん
が
、
法
律
の
正
式
名
称
に
、

「
取
引
適
正
化
」と
い
う
文
言
は
入
っ

て
い
ま
せ
ん
。
略
称
に
は
「
取
引
適

正
化
」
の
文
字
が
取
り
込
ま
れ
、
通

称
に
至
っ
て
は
、
も
は
や
正
式
名
称

が
一
文
字
も
入
っ
て
お
ら
ず
、「
取

引
適
正
化
」
と
い
う
文
言
を
縮
め
た

も
の
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　
名
は
体
を
表
す
と
は
よ
く
い
っ
た

も
の
で
、
こ
の
通
称
こ
そ
が
、
取
適

法
の
目
的
を
示
し
て
い
る
と
考
え
ま

す
。
つ
ま
り
、
取
適
法
の
目
的
は
、

大
企
業
が
事
業
の
一
部
を
ア
ウ
ト

ソ
ー
ス
（
業
務
委
託
）
す
る
場
面
に

お
い
て
、
受
託
す
る
中
小
企
業
と
の

取
引
適
正
化
を
図
る
こ
と
に
あ
り
ま

す
。
大
企
業
は
、
中
小
企
業
よ
り
も

交
渉
力
が
強
い
た
め
、
そ
の
交
渉
力

の
格
差
を
利
用
し
て
中
小
企
業
に
不

当
な
不
利
益
を
押
し
つ
け
た
り
し
な

い
よ
う
に
、
取
適
法
に
沿
っ
た
適
正

な
取
引
が
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
ま

す
。二

　
取
適
法
の
概
要

取引先へのサポート力を向上させる
取適法入門

第１回　取適法の目的と規制概略

まつだ・せりな●経産省・公取委での勤務を経た後、「企業取引
研究会」の委員として下請法（取適法）改正に関与。独禁法、
取適法、Ｍ＆Ａ、知財法を専門とする。主な著書に『全訂版　ビ
ジネスを促進する独禁法の道標』（共同編著：第一法規、2023 年）、
『Ｑ＆Ａ フリーランス法の基礎と対応－取引適正化と就業環境
整備の実務』（共著：中央経済社、2025 年）がある。

まつだ・せりな●経産省・公取委での勤務を経た後、「企業取引
研究会」の委員として下請法（取適法）改正に関与。独禁法、
取適法、Ｍ＆Ａ、知財法を専門とする。主な著書に『全訂版　ビ
ジネスを促進する独禁法の道標』（共同編著：第一法規、2023 年）、
『Ｑ＆Ａ フリーランス法の基礎と対応－取引適正化と就業環境
整備の実務』（共著：中央経済社、2025 年）がある。
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